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　ご
相
談
く
だ
さ
い
。

消費生活相談室便り
「無料点検」に応じたら…高額な配水管工事にご注意！

〈相談事例〉

　１週間ほど前に「無料で配水管の点検をする」

と業者が訪ねてきた。無料ならと見てもらったと

ころ、配水管の一部が割れている写真を見せられ

たため、工事契約を結んだ。

　ところが工事当日、「水漏れがあり、隣の家ま

で水が行っている」と別の工事も勧められ、合計

で 70 万円を請求された。

　値引きで 50 万円になったが、よく考えてみれ

ば不要な工事だったのではないか、と思うので解

約したい。

〈アドバイス〉

　このように突然訪問して消費者の不安をあお

り、工事の契約を結ばせる手口は「点検商法」と

呼ばれています。安易に業者を家に入れないよう

にしましょう。

　一度契約すると、次々と別の契約を迫られる

ケースもあります。訪問販売の場合、８日を過ぎ

るとクーリングオフはできませんが、契約書に不

備があったり、セールストークにうそがある場合

は、契約後や工事完了後でもクーリングオフや契

約の取り消しの主張が可能です。あきらめず、ご

相談ください。

　なお、住宅関連のトラブルについてはこのよう

なリフォームトラブルのほか、欠陥住宅やシック

ハウスに関するものもあります。

　専門性の高い内容については専門家のご紹介も

可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

相談窓口

　おかしいな、困ったなと思ったら、消費生活相

談室にご相談ください。☎ 22-6965

いのちのホットライン竹原

場所　ふれあい館ひろしま（中央 2-4-3）

　　　9時～ 18 時

※ 8/13 ～ 16 は休館します。

問い合わせ　いのちのホットライン竹原

　　　　　　☎ 22-9102

県民相談

行政関係相談、交通事故に関する相談、相続や離婚など家

族に関する相談、近隣トラブル相談などを受け付けます。

日時　毎週水曜日　９時 15 分～ 12 時、13 時～ 16 時

場所　広島県東広島庁舎１階

　　　（東広島市西条昭和町 13-10）

問い合わせ　西部地域県民相談室東広島支所

　　　　　　☎ 082-422-6911

ふれあい福祉相談

場所　ふくしの駅（中央 3-13-5）

問い合わせ　ふれあい福祉相談センター

　　　　　　☎ 22-8986　※祝日は休みです。

◇９・11 月は司法書士が応相談。

◎電話による相談も可。

＊法律相談は予約制。月初めから受付。

　無料での相談は一人 1回です。

相談内容 日 時間帯

◎一般相談
（どんな相談でも）

毎週月～金曜 8：30 ～ 17：00
◎ボランティア相談

（活動希望・援助依頼等）

税金相談 毎月第１金曜

10：00 ～ 15：00

◇不動産相談 毎月第３水曜

◎障害児者相談 毎月第３木曜

保険・年金相談 毎月第４水曜

◎女性相談 毎月第４金曜

＊法律相談 毎月第２金曜 10：00 ～ 16：00

行政相談

国の行政への苦情や相談を受け付けます。

問い合わせ　行政相談委員　黒崎　耕二

　　　　　　（忠海中町）☎ 26-0607

高齢者総合相談・介護家族相談

場所　ふくしの駅（中央 3-13-5）

問い合わせ　地域包括支援センター　☎ 22-5494

相談内容 曜日 時間

高齢者
総合相談

月～金
8：30 ～ 17：00

（土・日曜日は、要望により対応）

介護家族
相談会

偶数月の
第３火曜日

13：30 ～ 15：00

人権相談

差別、いじめ、嫌がらせ等、人権に関する相談

を受け付けます。

日時　８月 19 日（水）　９時～ 12 時

場所　人権センター

問い合わせ　広島法務局東広島支局

　　　　　　☎ 082-423-7707

出張年金相談

日時　８月 12 日（水）10 時～ 15 時 30 分

場所　福祉会館２階会議室

※出張年金相談は予約制です。

※相談日前々日の正午までに要申し込み。

申し込み・問い合わせ　呉年金事務所　☎ 0823-22-1691
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子どもたちを
守るために

「
虐
待
」
と
は

　

「
虎
が
牙
を
む
く
よ
う
に
、
む
ご
く
取

り
扱
う
こ
と
。
【
出
典
：
語
源
辞
典
】
」
こ

れ
は
、
虐
待
の
様
を
表
し
た
言
葉
で
す
。

　

「
虐
待
」
に
は
、
①
子
ど
も
に
対
す
る

虐
待
（
児
童
虐
待
）
、
②
配
偶
者
等
に
対

す
る
暴
力
（
Ｄ
Ｖ
）
、
③
高
齢
者
に
対
す

る
虐
待
、
④
障
が
い
者
に
対
す
る
虐
待
が

あ
り
、
そ
の
対
象
は
社
会
に
お
け
る
弱
い

立
場
に
あ
る
人
に
集
中
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
で
も
児
童
虐
待
は
、
小
さ
な
子

ど
も
に
と
っ
て
身
近
で
最
も
信
頼
す
べ
き

大
人
か
ら
受
け
る
も
の
が
多
く
、
絶
対
に

許
せ
な
い
行
為
で
す
。
よ
り
小
さ
な
子
ど

も
た
ち
は
、
身
近
な
大
人
た
ち
か
ら
受
け

る
「
虐
待
」
を
、
そ
れ
が
当
た
り
前
だ
と

受
け
止
め
、
そ
の
場
か
ら
逃
れ
る
方
法
を

知
り
ま
せ
ん
。
じ
っ
と
我
慢
し
て
耐
え
て

い
る
こ
と
し
か
出
来
な
い
「
つ
ら
く
悲
し

い
出
来
事
」
な
の
で
す
。

子
ど
も
た
ち
へ
の
影
響

　

「
虐
待
」
を
受
け
た
子
ど
も
は
成
長
過

程
に
お
い
て
、深
刻
な
影
響
を
受
け
ま
す
。

発
育
・
発
達
の
遅
れ
な
ど
の
身
体
症
状
や

情
緒
不
安
定
・
感
情
抑
制
・
強
い
攻
撃
性

な
ど
の
精
神
症
状
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
と
れ
ず
、
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
行
動
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

虐
待
は
、
将
来
に
わ
た
っ
て
子
ど
も
の

心
身
の
成
長
及
び
人
格
形
成
に
重
大
な
影

響
を
与
え
か
ね
な
い
行
為
な
の
で
す
。

児
童
虐
待
の
分
類

　

「
児
童
虐
待
」
は
大
き
く
４
つ
に
分
類
す

る
こ
と
が
で
き(

左
図)

、
複
雑
・
複
合

的
に
絡
み
合
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

虐
待
の
背
景
と
通
告
の
義
務

　

児
童
虐
待
が
起
こ
る
背
景
に
は
、
保
護

者
や
子
ど
も
の
身
体
・
精
神
的
状
況
や
生

活
環
境
等
の
要
因
が
絡
み
合
っ
て
起
こ
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
要
因
が
い
く
つ
も
重

な
る
状
況
に
あ
る
場
合
は
、
よ
り
深
刻
な

精
神
状
態
に
な
り
「
叩
い
て
は
い
け
な
い
」

と
思
い
な
が
ら
も
「
叩
い
て
し
ま
う
」
等

の
状
況
も
起
こ
り
得
ま
す
。
追
い
詰
め
ら

れ
た
気
持
ち
を
救
う
た
め
に
一
人
で
悩
ま

ず
早
期
に
相
談
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、「
虐
待
」
に
気
づ
い
た
人
は
「
児

童
虐
待
防
止
法
」
に
よ
り
通
告
す
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
通
告
す
る

こ
と
で
、
周
り
の
人
た
ち
が
い
ち
早
く
気

づ
き
、
子
ど
も
の
生
命
を
守
る
こ
と
に
つ

な
が
り
ま
す
。

　

子
ど
も
は
家
庭
の
み
な
ら
ず
、
地
域
社

会
の
中
で
支
え
合
い
な
が
ら
育
ま
れ
る
も

の
で
す
。
子
育
て
に
悩
ん
だ
時
に
は
、
ま

た
、
悩
む
人
に
気
づ
い
た
場
合
は
専
門
機

関
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

子
育
て
・
児
童
虐
待
の
相
談
窓
口

　

竹
原
市
家
庭
児
童
相
談
室

　

☎
22-

３
５
４
４

　

広
島
県
西
部
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
８
２-

２
５
４-

０
３
８
１

「人権のまち竹原」市民研究集会
日時　８月 23 日（日）　13 時 30 分～ 15 時

場所　勤労青少年ホーム３階軽運動場　※入場無料

テーマ　『表現の自由と「人を傷つける発言・行動」　

　とは…～ヘイト・スピーチの実態とは何か～』

講師　金
キム

　尚
サン

均
ギュン

さん

講師プロフィール

　龍谷大学法科大学院教授。著書『ヘイト・スピーチ

の法的研究』、『危険社会と刑法』、『ドラッグの刑事規制』

問い合わせ　人権センター　☎ 22-3726

全国一斉「高齢者・障害者の
人権あんしん相談」強化週間

　虐待や差別など、様々な人権問題を積極的に把握し、

問題解決の援助をするために、人権相談所を常時開設

しています。

　９月７日（月）から９月 13 日（日）までを全国一

斉強化週間とし、相談時間を延長します。

電話相談　0570-003-110

相談時間　８時 30 分～ 19 時

　※ただし、土・日曜日は 10 時～ 17 時

実施機関　広島法務局・広島県人権擁護委員連合会

子どもの虐待とは？
○なぐる、ける、首をしめる
○病気やけがをさせる
○戸外に締め出す、
　室内に拘束する
○タバコの火を
　押し付ける
○激しく揺さぶる　など

○言葉によるおどし、脅迫
○無視したり、
　拒否的な態度を示す
○きょうだい間での差別的扱い
○子どもの目の前で家族に対して
　暴力をふるう（ＤＶ）　　　など

○子どもへの性交
○性器や性交を見せる
○性的行為の強要
○ポルノの被写体にする
　　　　　　　　　など

　　　　　　　○食事を与えない
　　　　　　　○ひどく不潔にする
　　　　　　　○病気やけがでも病院に
　　　　　　　　連れていかない
　　　　　○保護者以外の同居人による
　　　　　　虐待を放置する
　　　　○子どもを遺棄したり、
　　　　　置き去りにする　　　　など

　　　　　　　　連れていかない
　　　　　○保護者以外の同居人による

　　　　　　　○食事を与えない
　　　　　　　○ひどく不潔にする
　　　　　　　○病気やけがでも病院に
　　　　　　　　連れていかない
　　　　　○保護者以外の同居人による

　　　　　　　○食事を与えない
　　　　　　　○ひどく不潔にする
　　　　　　　○食事を与えない
　　　　　　　○ひどく不潔にする
　　　　　　　○病気やけがでも病院に
　　　　　　　　連れていかない

　　　　　　　○食事を与えない　　　　　　　○食事を与えない
　　　　　　　○ひどく不潔にする
　　　　　　　○食事を与えない

身体的
虐待

心理的
虐待

ネグレクト
（育児放棄）

性的
虐待


